
 

 

「障害のある人が必要とする支援の度合いを総合的に示すもの」で、１～６段階に分けられています。 

サービスの利用にあたり、障害支援区分の認定が必要な場合があります。 

 

●障害支援区分の認定が必要なサービス：下表参照 ※着色箇所の区分認定があると当該サービスの利用が可能。 

 

次の印が付いている区分は、条件を満たしている人が 

利用できます。 

  

 

 

 

  

 

 上記以外にも利用要件や加算要件、経過措置等があります。 

 

グループホームは原則、障害支援区分の認定を必要としな    

いサービスになりますが、施設の支援体制によって認定が  

必要となる場合があります。 

●障害支援区分の認定が不要なサービス：就労や訓練などの「訓練等給付費」 

 

                    区分認定を受けるためには、事前に申請が必要です。手続きの時期は裏面の表を参考にしてください。 

                   ※区分認定が必要なサービスをご利用予定の人は、申請前に相談支援専門員へ相談してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※１）障害支援区分認定調査：対象者に必要な支援の度合いを評価するために日常生活の様子を調査します。 

調査日程は対象者本人と支援しているご家族の予定に合わせて実施します。 

（※２）医師の意見書    ：支援の度合いを評価するために、かかりつけ医の意見書が必要です。 

意見書の作成依頼は市から病院へ送ります。申請時にかかりつけ医と次回受診日の情報をお知らせください。 
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